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 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）

 （放置違反金）

 第５１条の４
 　１から５まで（略）

　　６　公安委員会は、納付命令をしようとするときは、当該車両の使用者に対し、あ
　　　らかじめ、次に掲げる事項を書面で通知し、相当の期間を指定して、当該事案に

（ 「 」 。）　　　ついて弁明を記載した書面 以下この項及び第九項において 弁明書 という
 　　　及び有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

 　　　一　当該納付命令の原因となる事実

 　　　二　弁明書の提出先及び提出期限

　　７　公安委員会は、納付命令を受けるべき者の所在が判明しないときは、前項の規

　　　定による通知を、その者の氏名及び同項第二号に掲げる事項並びに公安委員会が

　　　同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨（以下この

　　　項において「公示事項」という ）を内閣府令で定める方法により不特定多数の。

　　　者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を当

　　　該公安委員会の掲示板に掲示し、又は公示事項を当該公安委員会の庁舎に設置し

　　　た電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置

 　　　をとることによつて行うことができる。

 　　８（略）

　　９　第６項の規定による通知を受けた者は、弁明書の提出期限までに、政令で定め

 　　　るところにより、放置違反金に相当する金額を仮に納付することができる。

　１０　納付命令は、前項の規定による仮納付をした者については、政令で定めるとこ
 　　　ろにより、公示して行うことができる。

 道路交通法施行令（改正後）昭和３５年政令第２７０号

 （公示による納付命令）
 　第１７条の５

　　　法第五十一条の四第十項の規定による公示による納付命令は、内閣府令で定める
　　事項を内閣府令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に
　　置くとともに、当該事項が記載された書面を当該納付命令をしようとする公安委員
　　会の掲示板に掲示し、又は当該事項を当該公安委員会の庁舎に設置した電子計算機
　　の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによ

 　　って行うものとする。
　２　前項の納付命令は、氏名以外の事項により納付命令を受ける者を特定して行うも

 　　のとする。
　３　第一項の納付命令は、同項の規定による掲示を始めた日から起算して三日を経過

 　　した日に効力を生ずるものとする。
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 道路交通法施行規則（改正後）昭和３５年総理府令第６０号

 （弁明通知書の記載事項）
 第７条の６

　　　法第五十一条の四第六項各号に掲げる事項を通知する書面（以下「弁明通知書」
　　という ）には、弁明通知書の番号及び同条第九項の規定により仮に納付すること。

 　　ができる放置違反金に相当する金額を記載するものとする。
 第７条の６の２

　　　法第五十一条の四第七項の内閣府令で定める方法は、公安委員会の使用に係る電
　　子計算機（入出力装置を含む。以下この条において同じ ）と公示事項（同項に規。
　　定する公示事項をいう。第一号において同じ ）の閲覧をする者の使用に係る電子。
　　計算機（公安委員会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正
　　常に通信できる機能を備えたものに限る ）とを電気通信回線で接続した電子情報。

 　　処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
　　一　公安委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事

 　　項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
　　二　インターネットに接続された自動公衆送信装置（著作権法（昭和四十五年法律
　　　第四十八号）第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう ）。

 　　　を使用するもの
 （公示による納付命令）

 第７条の７
 　１　令第十七条の五第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

 　　一　納付命令を受ける者
 　　二　納付命令の内容
 　　三　納付命令の理由

、 。　２　前条の規定は 令第十七条の五第一項の内閣府令で定める方法について準用する
　　この場合において、前条中「同項に規定する公示事項」とあるのは 「次条第一項、

 　　各号に掲げる事項」と読み替えるものとする。
 　３　令第十七条の五第一項に規定する書面の様式は 別記様式第三の七のとおりとする、 。

 
     


